
44

■ 境町役場での手続き一覧

項目 手続きが必要な人 主な手続き ☑ 担当課 詳細
ページ

印鑑登録をしていた ●印鑑登録は廃止されます。 □ 住民課 6
マイナンバーカードを持っていた ●マイナンバーカードは失効されます。 □ 住民課
国民年金を受給していた ●未支給年金（障害基礎年金・遺族基礎年金）の請求 □ 保険年金課
国民年金に加入していた ●遺族基礎年金の請求　●寡婦年金の請求　●死亡一時金の請求 □ 保険年金課
厚生年金・共済年金を受給していた、または加入して
いた
国民健康保険に加入していた ●各種証の返還　●葬祭費の支給申請 □ 保険年金課

後期高齢者医療保険に加入していた ●各種証の返還　●葬祭費の支給申請　●給付受領届の提出 □ 保険年金課

医療費助成制度を受給していた方（子ども・ひとり親
家庭・重度心身障害者・妊産婦）または受給対象者

医療費助成制度を受給している方：●受給資格等変更届の提出
新たにひとり親家庭医療費助成制度を申請する場合：●新規申請
書の提出

□ 保険年金課

65歳以上または要介護認定を受けていた ●保険料等に関する書類の提出　●各種証の返還 □ 介護福祉課

緊急通報システムを利用していた ●貸出機器の返却（本体・ペンダント） □ 介護福祉課
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を
交付されていた

●各種手帳の返還 □ 社会福祉課

障害福祉サービス受給者証、自立支援医療費受給者証を
交付されていた

●各種受給者証の返還 □ 社会福祉課

特別障害者手当、障害児福祉手当等を受給していた
●受給資格者死亡届の提出
●未支払手当の請求（未支払い分が残っている場合）

□ 社会福祉課

特別児童扶養手当の受給者もしくは受給対象児童である

受給者が亡くなられた場合：●受給者死亡届の提出　●未支払手
当の請求
新たに受給申請をする場合：●新規申請書の提出
受給対象児童が亡くなられた場合：●資格喪失届または額改定
（減）届の提出

□ 社会福祉課

在宅心身障害児福祉手当を受給していた 受給者または対象児童が亡くなられた場合：●資格喪失届の提出
新たに受給申請をする場合：●新規申請書の提出 □ 社会福祉課

茨城県心身障害者扶養共済制度の加入者または給付
対象者である

加入者が亡くなられた場合：●茨城県心身障害者扶養共済制
度の年金給付請求
給付対象者が亡くなられた場合：●茨城県心身障害者扶養共
済制度の弔慰金の請求

□ 社会福祉課

町税（町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康
保険税）を納付していた方

●町税の振替口座の変更 □ 税務課

固定資産税・軽自動車税を納付していた方 ●相続人代表者届出書の提出 □ 税務課
原動機付自転車（125CC以下）・小型特殊自動車を所
有していた方

●車両の廃車または名義変更手続き □ 税務課

児童手当の受給者もしくは受給対象児童である

受給者がなくなられた場合：●消滅届、未払請求書の提出
新たな受給者で申請する場合：●新規申請書の提出
受給対象児童が亡くなられた場合：●消滅届または額改定届
出書の提出

□ 子ども未来課

児童扶養手当の受給者もしくは受給対象児童である

受給者が亡くなられた場合：●資格喪失届の提出
新たな受給者で申請する場合：●新規申請書の提出
受給対象児童が亡くなられた場合：●資格喪失届または額改
定届出書の提出

□ 子ども未来課

保育所（園）・幼稚園・認定こども園を利用している
保護者もしくは入所している児童である

保護者が亡くなられた場合：●支給認定変更申請書の提出
児童が亡くなられた場合：●保育施設利用中止届の提出

□ 子ども未来課

放課後児童クラブを利用している保護者もしくは入所
している児童である

保護者が亡くなられた場合：●状況変更届の提出
児童が亡くなられた場合：●退所届の提出

□ 子ども未来課

水道を使用していた
●水道利用休止の届け　●水道権利及び使用者の名義変更
●振替口座の変更

□ 上下水道課

下水道を使用していた
●下水道利用休止の届け　●支払方法の変更　●世帯代表者
の変更

□ 上下水道課

農業集落排水を使用していた
●農業集落排水の利用休止の届け　●支払い方法の変更
●世帯代表者の変更

□ 上下水道課

農地を相続した ●農地法第３条の３の規定による届出書の提出 □ 農業委員会
農業者年金に加入していた

年金事務所、各共済組合へ直接お問い合わせください。

●農業者年金死亡関係届け出書の提出（手続きはJA茨城むつみ農協境支店）
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